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1.1.各規則等の主要改訂内容各規則等の主要改訂内容各規則等の主要改訂内容各規則等の主要改訂内容各規則等の主要改訂内容各規則等の主要改訂内容各規則等の主要改訂内容各規則等の主要改訂内容
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新ドキュメントの実施日・実施内容新ドキュメントの実施日・実施内容新ドキュメントの実施日・実施内容新ドキュメントの実施日・実施内容新ドキュメントの実施日・実施内容新ドキュメントの実施日・実施内容新ドキュメントの実施日・実施内容新ドキュメントの実施日・実施内容

• 第11回総会（ 2000年12月22日開催）の決
議に基づく変更
– 会費制度変更

– 属性型地域型 JP ドメイン名(以後、既存JPドメイ
ン名)についての年間維持料制度の導入

• 実施日
– 2001年1月1日公開、4月1日実施

http://www.nic.ad.jp/jp/topics/archive/2001/20010101
-01.html
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各種ドキュメントの改訂内容各種ドキュメントの改訂内容各種ドキュメントの改訂内容各種ドキュメントの改訂内容各種ドキュメントの改訂内容各種ドキュメントの改訂内容各種ドキュメントの改訂内容各種ドキュメントの改訂内容

登録規則改訂に伴う変更登録規則改訂に伴う変更登録規則改訂に伴う変更登録規則改訂に伴う変更登録規則改訂に伴う変更登録規則改訂に伴う変更登録規則改訂に伴う変更登録規則改訂に伴う変更
11--1.1.維持料制度の導入維持料制度の導入維持料制度の導入維持料制度の導入維持料制度の導入維持料制度の導入維持料制度の導入維持料制度の導入((接続承認制度の廃止接続承認制度の廃止接続承認制度の廃止接続承認制度の廃止接続承認制度の廃止接続承認制度の廃止接続承認制度の廃止接続承認制度の廃止))

11--2.2.事前予告期間の短縮事前予告期間の短縮事前予告期間の短縮事前予告期間の短縮事前予告期間の短縮事前予告期間の短縮事前予告期間の短縮事前予告期間の短縮

取次規則改訂に伴う変更取次規則改訂に伴う変更取次規則改訂に伴う変更取次規則改訂に伴う変更取次規則改訂に伴う変更取次規則改訂に伴う変更取次規則改訂に伴う変更取次規則改訂に伴う変更
11--3. 3. 指定事業者の範囲拡大指定事業者の範囲拡大指定事業者の範囲拡大指定事業者の範囲拡大指定事業者の範囲拡大指定事業者の範囲拡大指定事業者の範囲拡大指定事業者の範囲拡大

11--4. 4. 指定事業者と登録者等の関係の明確化指定事業者と登録者等の関係の明確化指定事業者と登録者等の関係の明確化指定事業者と登録者等の関係の明確化指定事業者と登録者等の関係の明確化指定事業者と登録者等の関係の明確化指定事業者と登録者等の関係の明確化指定事業者と登録者等の関係の明確化

11--5. 5. 登録料・維持料および費用の収納について登録料・維持料および費用の収納について登録料・維持料および費用の収納について登録料・維持料および費用の収納について登録料・維持料および費用の収納について登録料・維持料および費用の収納について登録料・維持料および費用の収納について登録料・維持料および費用の収納について
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11--1. 1. 維持料制度の導入維持料制度の導入維持料制度の導入維持料制度の導入維持料制度の導入維持料制度の導入維持料制度の導入維持料制度の導入((接続承認制度の廃止接続承認制度の廃止接続承認制度の廃止接続承認制度の廃止接続承認制度の廃止接続承認制度の廃止接続承認制度の廃止接続承認制度の廃止))

・ 維持料制を導入し、ドメイン名の維持・管理費用
を徴収します。

・ 維持料制度の導入に伴い、接続承認制度を廃
止します。

→ネームサーバの設定条件が緩和される
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11--2. 2. 事前予告期間の短縮事前予告期間の短縮事前予告期間の短縮事前予告期間の短縮事前予告期間の短縮事前予告期間の短縮事前予告期間の短縮事前予告期間の短縮

○これまでは
規則等の改訂には3ヶ月間の予告期間が必要

○○改訂後改訂後
事前予告期間を事前予告期間を22ヶ月に短縮ヶ月に短縮

迅速なサービス提供のためには迅速なサービス提供のためには33ヶ月の予ヶ月の予

告期間が長すぎる場合も告期間が長すぎる場合も



811--3. 3. 指定事業者の範囲拡大指定事業者の範囲拡大指定事業者の範囲拡大指定事業者の範囲拡大指定事業者の範囲拡大指定事業者の範囲拡大指定事業者の範囲拡大指定事業者の範囲拡大

○これまでは

・ 当センターの会員に限定

○○改訂後改訂後

・ JPNIC会員でなくても指定事業者となることが

可能

–指定事業者契約時にはJPNICにて審査が
行われます

–契約料として25万円（消費税・地方消費税
別）の支払が必要
※2001年3月31日時点でJPNIC会員である場合
は契約料は無料



911--4. 4. 指定事業者と登録者等の関係指定事業者と登録者等の関係指定事業者と登録者等の関係指定事業者と登録者等の関係指定事業者と登録者等の関係指定事業者と登録者等の関係指定事業者と登録者等の関係指定事業者と登録者等の関係
(取次ぎに関する規則第10条)

○既存JPドメイン名の指定事業者は、登録

者等との間で、登録申請、更新・届出やそ
の取り扱いにかかる登録料・維持料など
の額などの条件を定めることができること
が明確に記載されました。



1011--5. 5. 登録料・維持料および費用の登録料・維持料および費用の登録料・維持料および費用の登録料・維持料および費用の登録料・維持料および費用の登録料・維持料および費用の登録料・維持料および費用の登録料・維持料および費用の
収納について収納について収納について収納について収納について収納について収納について収納について(1/2)(1/2)

○維持料制度の導入に伴い、維持料の
収納業務を追加

○JPNICへの登録料の支払に遅延が
生じた場合は支払期日を短縮するこ
とが出来ることが規定された
→登録料の毎月請求など



1111--5. 5. 登録料・維持料および費用の登録料・維持料および費用の登録料・維持料および費用の登録料・維持料および費用の登録料・維持料および費用の登録料・維持料および費用の登録料・維持料および費用の登録料・維持料および費用の
収納について収納について収納について収納について収納について収納について収納について収納について(2/2)(2/2)

○各種申請費用が外税(消費税・地方消費税別)表
記になりました
– ご入金は消費税額を含めた金額をお振込ください。

申請の種類 指定事業者 指定事業者以外

登録申請  \               4,762  \             19,048

仮登録申請  \               4,762  \             19,048
ドメイン名を変更する申
請

 \               4,762  \             19,048

移転申請  \               4,762  \             19,048
廃止届  無料  無料
記載事項変更届  無料  無料
登録更新(維持費用)  \               3,500  \               7,000



2.2.指定事業者契約について指定事業者契約について指定事業者契約について指定事業者契約について指定事業者契約について指定事業者契約について指定事業者契約について指定事業者契約について

22--1. 1. 新契約の締結について新契約の締結について新契約の締結について新契約の締結について新契約の締結について新契約の締結について新契約の締結について新契約の締結について

22--2. 2. 契約締結の方法契約締結の方法契約締結の方法契約締結の方法契約締結の方法契約締結の方法契約締結の方法契約締結の方法

22--3. 3. 契約終了の方法契約終了の方法契約終了の方法契約終了の方法契約終了の方法契約終了の方法契約終了の方法契約終了の方法
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22--1. 1. 新契約の締結について新契約の締結について新契約の締結について新契約の締結について新契約の締結について新契約の締結について新契約の締結について新契約の締結について

• 契約内容が大幅に変更されたため、現在
取次契約を結んでいる方も、あらためてご
契約下さるようお願い致します。
– 維持料制度の導入

– 指定事業者と登録者の関係の明確化
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22--2. 2. 契約締結の方法契約締結の方法契約締結の方法契約締結の方法契約締結の方法契約締結の方法契約締結の方法契約締結の方法(1/3)(1/3)

• 契約料契約料契約料契約料
– 3/31の時点でJPNIC会員である場合は指定事業者契約の契約

料は無料となります。

各会員送付済みの契約書(2部)に記入・捺印を各会員送付済みの契約書(2部)に記入・捺印を各会員送付済みの契約書(2部)に記入・捺印を各会員送付済みの契約書(2部)に記入・捺印を
おこない、１部に印紙を貼り3/31までにJPNICへおこない、１部に印紙を貼り3/31までにJPNICへおこない、１部に印紙を貼り3/31までにJPNICへおこない、１部に印紙を貼り3/31までにJPNICへ

↓↓↓↓

JPNICから「受取通知」をメール送付するJPNICから「受取通知」をメール送付するJPNICから「受取通知」をメール送付するJPNICから「受取通知」をメール送付する

↓↓↓↓

JPNICから契約書(1部)が届くJPNICから契約書(1部)が届くJPNICから契約書(1部)が届くJPNICから契約書(1部)が届く

• 手続き手順手続き手順手続き手順手続き手順

– http://www.nic.ad.jp/jp/regist/dom/delegation/flow-mem.html
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22--2. 2. 契約締結の方法契約締結の方法契約締結の方法契約締結の方法契約締結の方法契約締結の方法契約締結の方法契約締結の方法(2/3)(2/3)

• 契約書送付先
〒101-0052 
東京都千代田区神田小川町1-2風雲堂ビル1F 
社団法人日本ネットワークインフォメーションセ
ンター

事務局 総務部 契約・入会担当宛

• 郵送する書類

– 契約書(2通) 
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22--2. 2. 契約締結の方法契約締結の方法契約締結の方法契約締結の方法契約締結の方法契約締結の方法契約締結の方法契約締結の方法(3/3)(3/3)

• 契約書記入例契約書記入例契約書記入例契約書記入例
→ http://www.nic.ad.jp/jp/regist/dom/delegation/keiyaku-mihon.pdf
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22--3. 3. 契約終了の方法契約終了の方法契約終了の方法契約終了の方法契約終了の方法契約終了の方法契約終了の方法契約終了の方法

• 手続き書式
下記書式を電子メールで送付してください。

ドメイン名業務委任終了申請
--------------------------------------------------------------------
JPドメイン名申請に関する業務委任を終了致します。
申請年月日：

会員名：
会員略称：
運用組織名：
申込担当者氏名：
--------------------------------------------------------------------

• 送付先
<request@domain.nic.ad.jp>



３．申請・維持料について３．申請・維持料について３．申請・維持料について３．申請・維持料について３．申請・維持料について３．申請・維持料について３．申請・維持料について３．申請・維持料について

33--1. 20011. 2001年度分維持料の収納について年度分維持料の収納について年度分維持料の収納について年度分維持料の収納について年度分維持料の収納について年度分維持料の収納について年度分維持料の収納について年度分維持料の収納について

33--2. 20012. 2001年度分維持料収納スケジュール年度分維持料収納スケジュール年度分維持料収納スケジュール年度分維持料収納スケジュール年度分維持料収納スケジュール年度分維持料収納スケジュール年度分維持料収納スケジュール年度分維持料収納スケジュール
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33--1. 20011. 2001年度分維持料の収納について年度分維持料の収納について年度分維持料の収納について年度分維持料の収納について年度分維持料の収納について年度分維持料の収納について年度分維持料の収納について年度分維持料の収納について

• 2001年4月1日から2002年3月31日までの維持料
は、 会員(指定事業者)の2001年2月28日現在で
の接続承認組織数（参加組織数）に基づいて算
出

• JPNIC会員（指定事業者）を通じてお支払いただ
きます

• 維持料はドメイン名1件につき¥3,500（消費税別）

• 2002年度以降の維持料の徴収方法はメール等年度以降の維持料の徴収方法はメール等年度以降の維持料の徴収方法はメール等年度以降の維持料の徴収方法はメール等
で追ってアナウンス致しますで追ってアナウンス致しますで追ってアナウンス致しますで追ってアナウンス致します
※2002年度分の維持料は年度分の維持料は年度分の維持料は年度分の維持料は2002年年年年4月以降に請求を行い月以降に請求を行い月以降に請求を行い月以降に請求を行い
ます。ます。ます。ます。
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33--2. 20012. 2001年度分維持料収納スケジュール年度分維持料収納スケジュール年度分維持料収納スケジュール年度分維持料収納スケジュール年度分維持料収納スケジュール年度分維持料収納スケジュール年度分維持料収納スケジュール年度分維持料収納スケジュール

• 2001/2/28 参加組織数算出

• 2001/3 参加組織数確認メール送付

維持料支払方法選択

• 2001/4 請求書送付（一括、分割1回目）

• 2001/6/30 維持料納付期限

• 2001/10 請求書送付（分割2回目）

• 2001/12/31 維持料納付期限



４．改訂となる文書・お問い合わせ先４．改訂となる文書・お問い合わせ先４．改訂となる文書・お問い合わせ先４．改訂となる文書・お問い合わせ先４．改訂となる文書・お問い合わせ先４．改訂となる文書・お問い合わせ先４．改訂となる文書・お問い合わせ先４．改訂となる文書・お問い合わせ先



22
改訂となる文書 (1)

– 属性型（組織種別型）・地域型 JP ドメイン名登

録等に関する規則
http://www.nic.ad.jp/jp/regist/dom/forthcoming
/rule.0401.html

– 属性型（組織種別型）・地域型 JP ドメイン名登

録等に関する技術細則
http://www.nic.ad.jp/jp/regist/dom/forthcoming
/saisoku-1.0401.html
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改訂となる文書 (2)

– 属性型（組織種別型）・地域型 JP ドメイン名登

録申請等の取次に関する規則
http://www.nic.ad.jp/jp/regist/dom/forthcoming
/toritsugi-rule.0401.html

– 属性型（組織種別型）・地域型 JP ドメイン名登

録申請等の取次に関する業務委託契約書
http://www.nic.ad.jp/jp/regist/dom/forthcoming
/toritsugi-keiyaku.0401.html
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お問い合わせ先

• 問い合わせ
query@domain.nic.ad.jp


